
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１１０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月１２日 １９時００分ごろ 

発生場所 香川県さぬき市馬ヶ鼻
うまがはな

北東方沖 

 馬ヶ鼻灯台から真方位０４７°２.０海里付近 

 （概位 北緯３４°２２.４′ 東経１３４°１６.８′） 

事故等調査の経過  平成２５年６月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２６９８８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 和洋
わ よ う

丸、４.６トン 

   ＫＡ３－２３９７５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷、右舷船首部のたつが脱落、マスト及び櫓
やぐら

に曲損 

Ｂ 船首部のたつ及びかんぬきが脱落、マスト及びオーニング柱に曲

損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、馬ヶ鼻北東方沖を約７～８ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵によって東南

東進中、船長Ａが、周囲に危険な船舶はいないものと思い、魚の選別

作業を行いながら、航行していたところ、平成２５年６月１２日１９

時００分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、馬ヶ鼻北東方沖を約１.７kn の

速力で自動操舵によってえい
．．

網しながら北西進中、船長Ｂが、船首方

に東方へ向かうＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船を避航するものと思

い、航行を続けていたところ、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１９時１６分 

 その他の事項 

 

 船長Ｂは、Ａ船を認めた際、Ｂ船が低速力で航行しているので、操

業中であることが分かると思い、Ａ船がＢ船を避航するものと思っ

た。 

 Ｂ船は、汽笛が故障していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、馬ヶ鼻北東方沖を東南東進中、船長Ａが、周囲に危険な船

舶はいないものと思って魚の選別作業を行い、見張りを行っていなか

ったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、馬ヶ鼻北東方沖をえい
．．

網しながら北西進中、船長Ｂが、Ａ

船を船首方に認めた際、Ａ船がＢ船を避航するものと思い、針路及び

速力を保持してえい
．．

網作業を行っていたことから、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、馬ヶ鼻北東方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船がえ
．

い
．
網しながら北西進中、船長Ａが見張りを行っておらず、また、船長

Ｂが針路及び速力を保持してえい
．．

網作業を行っていたため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 

・操業中であっても、周囲の見張りを行い、接近する船舶を認めた

場合には、汽笛を吹鳴するなどして注意喚起を行い、衝突の虞の

ある場合は避航措置を講じること。 

・故障した機器類は、早めに修理又は交換すること。 

 


